
 

 

青森県人事行政の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年９月 

 

青森県総務部人事課 

 



＜ 目 次 ＞ 

第１部 青森県人事行政の運営状況の概要  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 

 

Ⅰ 任用の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   1 

１ 定数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   1 

（１）職員数の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   1 

（２）定員適正化計画の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   2 

２ 採用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   4 

（１）新規採用の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   4 

（２）障害者の採用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   5 

（３）任期付職員の採用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   5 

３ 退職 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   6 

（１）退職者の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   6 

（２）再任用の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   6 

 

Ⅱ 給与の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   7 

１ 総括 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   7 

（１）人件費の状況（普通会計決算） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   7 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   7 

（３）特記事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   7 

（４）ラスパイレス指数の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   8 

（５）給与改定の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   8 

２ 一般行政職給料表の状況 ････････････････････・･･････････････････････  8 

３ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   9 

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 ‥‥‥‥‥‥‥   9 

（２）職員の初任給の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  10 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  10 

４ 一般行政職の級別職員数等の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  11 

（１）一般行政職の級別職員数の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  11 

（２）昇給への勤務成績の反映状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11 

５ 職員の手当の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  12 

（１）期末手当・勤勉手当 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  12 

（２）退職手当 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  12 

（３）地域手当 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  13 

（４）特殊勤務手当 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  14 

（５）時間外勤務手当 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  23 

（６）その他の手当 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  24 



６ 特別職の報酬等の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  26 

７ 公営企業職員の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  27 

（１）工業用水事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  27 

（２）病院事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  30 

 

Ⅲ 勤務時間その他の勤務条件の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  37 

１ 勤務時間の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  37 

（１）通常の勤務時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  37 

（２）早出遅出勤務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  37 

（３）時差出勤 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  38 

２ 休暇 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  39 

（１）年次休暇の取得状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  39 

（２）病気休暇の取得状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  39 

（３）特別休暇の取得状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  40 

（４）介護休暇の取得状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  41 

３ 育児休業等の取得状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  42 

（１）育児休業の取得状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  42 

（２）部分休業の取得状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  43 

（３）育児短時間勤務の取得状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  43 

４ 修学部分休業の取得状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  44 

５ 高齢者部分休業の取得状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  44 

６ 自己啓発等休業の取得状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  45 

 

Ⅳ 分限及び懲戒の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  47 

１ 分限処分の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  47 

２ 懲戒処分の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  48 

 

Ⅴ 服務の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  49 

１ 職務専念義務の免除を認めている例の概要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  49 

２ 営利企業等の従事制限の許可基準及び許可状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  50 

 

Ⅵ 研修及び勤務成績の評定の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  51 

１ 研修の実施状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  51 

２ 勤務成績の評定の実施状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  52 

 

Ⅶ 福祉及び利益の保護の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  53 

１ セクシュアルハラスメントの防止対策 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  53 

２ 定期健康診断の実施状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  54 

３ 職員互助団体への補助の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  55 



 

第２部 青森県人事委員会の業務の状況                   

 

 １ 競争試験及び選考の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･  1 

 ２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 ‥‥‥‥‥‥･  5 

 ３ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況 ‥‥‥‥‥‥‥･  6 

 ４ 不利益処分に関する不服申立ての状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本概要における対象職員について 

① 本概要でいう「職員」とは、別に指定がない限り、一般職に属する職員（臨時又は非常勤

の職員を除く。）を指します。 

 

② 職員については、任命権者の違いにより、次のいずれかの部局等に属しています。 

知事部局、県土整備部（公営企業）、病院局、議会事務局、人事委員会事務局、労働委員

会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、海区漁業調整委員会事務局、教育庁

及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、警察 

 

③ 職員数のとらえ方の違いにより、任用、給与、休暇等の各項目における職員数は一致しま

せん。 
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第１部 青森県人事行政の運営状況の概要  

 

 
Ⅰ 任用の状況 

１ 定数 
（１）職員数の状況 

部門別職員数の状況及び前年度からの主な増減理由は、次のとおりです。 

区  分 

職員数 （人） 

主 な 増 減 理 由 H22.4.1 

A 

H23.4.1 

B 

増減 

B-A 

一般行

政部門 

議  会 24 23 ▲1 議会事務体制の見直し 

総務企画 722 694 ▲28 鉄道管理事務所の廃止など 

税  務 201 191 ▲10 納税管理業務体制の見直しなど 

民  生 484 473 ▲11 福祉業務体制の見直しなど 

衛  生 522 511 ▲11 保健衛生業務体制の見直しなど 

労  働 100 100 0  

農林水産 1,268 1,218 ▲50 農業普及指導業務体制の見直しなど 

商  工 178 183 5 観光情報発信業務等の強化など 

土  木 644 625 ▲19 河川・道路業務体制の見直しなど 

小  計 4,143 4,018 ▲125  

特別行

政部門 

教  育 12,906 12,724 ▲182 児童生徒数の減少による教員の減員など 

警  察 2,602 2,596 ▲6 再任用短時間勤務職員への切替など 

小  計 15,508 15,320 ▲188  

普通会計 計 19,651 19,338 ▲313  

公営企

業等会

計部門 

病  院 999 1,000 1 患者相談支援業務体制の強化など 

下水 道 6 6 0  

その 他 23 23 0  

小  計 1,028 1,029 1  

合    計 20,679 20,367 ▲312  

（注）１ 職員数には、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含む。 

２ 職員数のとらえ方の違いにより、次ページの定員適正化計画における職員数とは一致

しない。 
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（２）定員適正化計画の状況 
簡素で効率的かつ効果的な行財政運営システムを確立するため、数値目標を設定

し、組織機構の簡素・効率化、民間委託の徹底、事務処理の効率化及び事務事業の

見直しなどにより積極的に定員の適正化を進めることとしています。 

部門別の計画の内容及びこれまでの実績は、次のとおりです。 

 

【一般行政部門の適正化】 

○対象･･･一般行政部門（教育、警察、病院及び公営企業を除く部門） 

年度 

人数（人） 
H21 H22 H23 H24 H25 計 

計画 
職員数 4,325 4,212 4,110 4,036 3,985 － 

適正化数 ▲113 ▲102 ▲74 ▲51 － ▲340 

実績 
職員数 4,325 4,165 4,035 － － － 

適正化数 ▲160 ▲130 － － － ▲290 

※再任用短時間勤務職員を除く。 

 

 

【教育部門の適正化】 

○対象･･･教育庁及び学校以外の教育機関 

年度 

人数（人） 
H21 H22 H23 H24 H25 計 

計画 
職員数 528 533 534 511 484 － 

適正化数 5 1 ▲23 ▲27 － ▲44 

実績 
職員数 528 533 528 － － － 

適正化数 5 ▲5 － － － 0 

※再任用短時間勤務職員を除く。 

 

○対象･･･県立高等学校の教職員のうち、県費単独措置の職員 

年度 

人数（人） 
H21 H22 H23 H24 H25 計 

計画 
職員数 269 256 254 242 235 － 

適正化数 ▲13 ▲2 ▲12 ▲7 － ▲34 

実績 
職員数 269 255 250 － － － 

適正化数 ▲14 ▲5 － － － ▲19 

※専攻科の教諭等を除く。 
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【警察部門の適正化】 

○対象･･･警察部門の一般職員 

年度 

人数（人） 
H21 H22 H23 H24 H25 計 

計画 
職員数 386 383 382 380 380 － 

適正化数 ▲3 ▲1 ▲2 0 － ▲6 

実績 
職員数 386 383 382 － － － 

適正化数 ▲3 ▲1 － － － ▲4 

   ※再任用短時間勤務職員を除く。 
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２ 採用 
 
（１）新規採用の状況  

職員の新規採用は、公平性・公正性の観点から競争試験によることを原則として

おり、上級試験（大学卒業程度）、中級試験（短期大学卒業程度）、初級試験（高等

学校卒業程度）及び警察官採用試験を実施しています。 
ただし、特別な専門知識を必要とするなど競争試験により難い場合については、

選考による新規採用を行っています。 
新規採用の状況は、次のとおりです。                        

区  分 
平成 22年度中の 

新採用者数（人） 

H23.4.1 付けの 

新採用者数（人） 

競争試験 合計 238 197 

    

上 級 計 85 87 

内訳 

行政 48 56 

警察行政 10 7 

化学 4 4 

薬学 6 4 

農学 2 4 

畜産 1 1 

林業 3 1 

水産 1 2 

総合土木 7 7 

農芸化学 1 0 

建築 1 1 

心理 1 0 

中 級 計 3 3 

 栄養士 3 3 

初 級 計 41 38 

内訳 

一般事務 9 8 

教育事務 18 23 

警察事務 13 7 

総合土木 1 0 

警察官 計 109 69 

内訳 
警察官Ａ（大学卒業程度） 75 39 

警察官Ｂ（高等学校卒業程度） 34 30 
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選考採用 合計 256 225 

 内訳 

教員 181 197 

獣医師 12 6 

看護師 36 8 

身体障害者 3 2 

その他 24 12 

 (注)  国や他の自治体からの採用者、病院の医師など、新規採用とは異なる採用者は含まれ

ていない。 

 

（２）障害者の採用状況 

障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」によりすべての

事業主は進んで雇入れに努めなければならないこととされています。 

県においても身体障害者を対象とした選考試験を平成８年度から実施しており、

平成 23年４月１日までに 46人の職員を新規採用しています。 

この結果、平成 22 年６月１日時点で、知事部局では 74 人の障害者を任用し障害

者雇用率は 2.51％（法定雇用率 2.10％）、同じく病院局では 11 人の障害者を任用

し障害者雇用率は 3.02％（法定雇用率 2.10％）、教育庁及び教育委員会の所管に属

する学校その他の教育機関では 97 人（この人数には、県費負担教職員を含めてい

ます。）の障害者を任用し障害者雇用率は 1.47％（法定雇用率 2.00％）、警察では 9

人の障害者を任用し障害者雇用率は 2.43％（法定雇用率 2.10％）という状況となっ

ています。 

  （注）１ 法定雇用率：「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められた障害者雇用率 

      ２ 県費負担教職員：県が給料等を負担する市町村立の小学校、中学校等の教職員 

 

（３）任期付職員の採用状況 

高度で専門的な知識経験を備えた人材採用の円滑化、期間が限定された専門業務

への効率的な対応、あるいは試験研究機関における研究活動の活性化などを図るた

め、任期を定めた職員の採用を行っており、これまで専門的な業務などに従事する

一般行政職を９人、試験研究に従事する研究職を６人採用しています。 

なお、平成 23年４月１日現在では、一般行政職で１人を任用しています。 
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３ 退職 

（１）退職者の状況 

職員の退職には、定年に達した職員が退職する定年退職と、それ以外の退職（本

人の自発的な意志に基づき退職する普通退職や再任用職員の任期満了による退職な

ど）があります。 

平成 22年度中の退職者の状況は、次のとおりです。 

区 分 
知 事 

部局等 
病院局 

教育庁        

等 
警 察 計 

退職者数 （人） 270 78 477 157 982 

内訳 
定年退職者 189 10 307 88 594 

普通退職者など 81 68 170 69 388 

   （注）１ 「知事部局等」とは、知事部局のほか、病院事業管理者、教育委員会及び警察本部長

を除く任命権者の事務局（各種委員会等の事務局）を指す。 

     ２ 「教育庁等」とは、教育庁及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を指

し、この区分には、県費負担教職員（県が給料等を負担する市町村立の小学校、中学

校等の教職員）を含めている。（以下同じ。） 

 

（２）再任用の状況 

高齢者が長年培った知識経験を活用するとともに、60歳代前半の生活を雇用と年

金の連携により支えていくことを目的として、定年退職した職員を再雇用する再任

用制度を導入しています。 

その任用状況は、次のとおりです。 

区  分 

H22.4.1時点の任用総数 H23.4.1 時点の任用総数 

知 事 

部局等 
病院局 

教育庁

等 
警 察 計 

知 事 

部局等 
病院局 

教育庁

等 
警 察 計 

再 任 用 者

数 （人）    
190 3 77 40 310 239 3 103 61 406 

内

訳 

ﾌ ﾙ ﾀ ｲ ﾑ

勤務 
13 2 73 1 89 16 2 98 2 118 

短時間

勤務 
177 1 4 39 221 223 1 5 59 288 

   （注） 「短時間勤務」とは、１週当たり 19 時間 22分 30秒（警察にあっては、１週当たり 19

時間 22分 30秒又は 31時間）の勤務を指す。 



Ⅱ  給与の状況

　　職員の給与の概要については、次のとおりです。

１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、22年４月１日現在の人数である。

（３）特記事項

給与の削減について

【一般職】

【特別職】

知事 給料及び期末手当の20％削減 平成21年4月から24年3月まで

副知事 給料及び期末手当の10％削減 平成21年4月から24年3月まで

病院事業管理者 給料及び期末手当の10％削減 平成21年4月から24年3月まで

代表監査委員及び教育長 給料及び期末手当の10％削減 平成21年4月から24年3月まで

議長 議員報酬の5％削減 平成21年4月から24年3月まで

副議長 議員報酬の4％削減 平成21年4月から24年3月まで

議員 議員報酬の3％削減 平成21年4月から24年3月まで

136,207,36519,650

削減する期間

削減の内容

千円千円 千円

一人当たり給与費給与費

88,959,883

削減の内容

職員手当

千円 千円

6,932

区　　分

15,757,381

（参考）

Ｂ 21年度の人件費率

実質収支 人件費

Ｂ／Ａ

人件費率区　分 歳出額

Ａ

住民基本台帳人口

（22年度末）

192,084,108
22年度

22年度

区　分 職員数

人

Ａ 　　　　計　　　Ｂ

人

1,395,886

千円

平成21年4月から24年3月まで

26.4

％

県では、行財政改革の取組の一環として、職員（特別職を含む。）の給与を削減しています。

給　 料

31,490,101

％

削減する期間区　　分

Ｂ／Ａ

727,316,129

千円

2,957,736

期末・勤勉手当

千円

26.4

管理職の職員 給料の5～3％削減
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（４）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

    （注）    ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の
　　　　　　給与水準を示す指数である。

（５）給与改定の状況

① 月例給
（参考）

％

② 特別給
（参考）

月 月

２　一般行政職給料表の状況（平成２３年４月１日）

10級
（単位：円）

480,500 540,300 572,900

3級 4級 5級 6級 8級
532,000

243,700 309,200 356,400 390,100 402,500 424,600

7級1級 2級 9級
413,000 466,7001号給の給料月額

最高号給の給料月額
320,600 366,200

458,400

135,600 185,800

％

国の年間

国の改定率

△0.19

222,900 261,900 289,200

勧　告

（改定率）A - B

勧　告

386,590

22年度

区　分

人事委員会の勧告

給与改定率民間給与 較差公務員給与

A

4.10 3.953.95

B

月

割合　　　 A 支給月数　　B

月 月

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員
    の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

年間支給月数民間の支給 公務員の

（改定月数）

区　分

人事委員会の勧告

22年度 円 円 △ 385 ％

386,975 (0.10%)

△ 0.17

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラス
   パイレス比較した平均給与月額である。

A - B 支給月数

月

3.93

△0.10

較差

△0.10

△0.15

98.2 

99.6
100.6 

98.9

90.0 

95.0 

100.0 

105.0 

青森県 都道府県平均

H17
H22

H22
H17
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３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（23年４月１日現在）

① 一般行政職

歳 円 円 円

② 技能労務職

歳 人 円 円 円

うち用務員 歳 人 円 円 円

うち自動車運転手 歳 人 円 円 円

うち守衛 歳 人 円 円 円

③ 高等（特殊・専修・各種）学校教育職

歳 円 円

④ 小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円

⑤ 警 察 職

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成23年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均

 　　　 である。                                                                          

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

　　　　いて明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。

43.8

区　　分

376,400

平均年齢

青森県

平均給与月額

40.8

区　　分

平均給与月額

（国ベース）

459,877 367,322

384,800

331,400

平均給与月額

3

区　　分

47.3 310,200

43.2

青森県 466

414,677

45.3 99

46.9

347,827

（国ベース）

343,100

321,851334,670

(A)
平均年齢 職員数 平均給料月額

平均給与月額

304,800

333,361305,400

335,400

平均給与月額

平均給料月額

（国ベース）

333,779

322,200

353,131

298,900115

公　　務　　員

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

426,826

平均給料月額

428,853

平均年齢

388,300

区　　分 平均年齢

45.2

45.3

平均給与月額平均給料月額

青森県

平均給与月額

区　　分

青森県

青森県
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（２）職員の初任給の状況（23年４月１日現在）

円 円

円 円

円 －

円 －

円 　 －

－ －

円 　 －

－ －

円 円

円 円

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（23年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

高等学校

高　校　卒

区　  　分 青　　　森　　　県

一般行政職
大　学　卒 172,200

警 察 職

国

273,658

381,732

－

362,543

－

大　学　卒

経験年数２０年経験年数１０年

261,865

215,089 259,456

366,224

経験年数１５年

316,674

288,246

273,995

248,840

－

344,268

290,956

区　     分

313,262

大　学　卒

中　学　卒

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

一般行政職

－
技能労務職

247,327

192,800

高　校　卒
警 察 職

大　学　卒

大　学　卒小・中学校

教 育 職 高　校　卒

192,800

高　校　卒

125,400

教 育 職

137,200

高等学校

技能労務職

158,100

－

207,500

－

大　学　卒

158,100

教 育 職

高　校　卒

高　校　卒教 育 職 －－

大　学　卒

340,139

小・中学校 377,298

329,536

高　校　卒

310,400

－

290,916

200,000187,500

172,200

140,100 140,100

中　学　卒

高　校　卒
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４　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数の状況（23年４月１日現在）

（注）１　青森県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（２）昇給への勤務成績の反映状況

平成18年度から全職員を対象とした能力・業績に基づく人事評価を実施しています。

５　　級

６　　級

３　　級

区　　分

391

482

1,017

人
２　　級

主事、技師

主事、技師

157

副参事

1,248

課長

722
人

主幹

主査、係長

総括主幹

人

人

人 ％
23.0

28.2
％

人

４　　級

７　　級

１　　級
人

16.3

８　　級

１０　　級
0.0

0.7

％人

％

人
32

0

次長

部長９　　級

8.8

％
318

人

1.3

10.9

7.2

％

3.5

％

％

％

56

％

職員数 構成比標準的な職務内容

１級

8.8%
１級

6.8%

１級

6.4%

２級

10.9%
２級

12.6%

２級

13.9%

３級

23.0%
３級

21.6%
３級

13.9%

４級

28.2%
４級

29.8% ４級

35.5%

５級

16.3%
５級

16.2%
５級

16.9%

６級

7.2%
６級

7.5%

６級

7.9%

７級

3.5%
７級

3.6%

７級

3.7%

８級

1.3%
８級

1.2%

８級

1.1%
９級

0.7%
９級

0.8%

９級

0.7%

１０級

0.0%
１０級

0.0%

１０級

0.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成23年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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５　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

（22年度支給割合） （22年度支給割合）

　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　　　期末手当　 　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）
平成18年度から全職員を対象とした能力・業績に基づく人事評価を実施している。

（２）退職手当（23年４月１日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2% ～ 20%加算）

（退職時特別昇給　　　制度なし）

１人当たり平均支給額　　　　自己都合

勧奨・定年

国

・調整額

59.28

・調整額

青　森　県

（2% ～ 30%加算）

33.50

59.28

職員の在職の区分に応じて定める額の60月分の調整月額を合
計した額（月額0円～79,200円）

41.34

・基本額

59.28

（支給率）　　 自己都合　　 　勧奨・定年

23.50

47.50

30.55

職員の在職の区分に応じて定める額の60月分の調整
月額を合計した額（月額0円～79,200円）

  6,618 千円

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・ 役職加算 　　5 ～ 20％
・ 管理職加算　10 ～ 25％

（支給率）　  　 自己都合　　  　勧奨・定年

国

・基本額

41.34

30.5523.50

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・ 役職加算 　　5 ～ 20％
・ 管理職加算　10 ～ 25％

33.50

47.50

59.28

 27,165 千円

59.28

１人当たり平均支給額（22年度）

2.6

（　1.45）

1.352.6

（　0.65）

1.35

千円　

（　0.65）

－
1,622

青　森　県

（　1.45）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額である。

59.28

定年前早期退職特例措置
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（３）地域手当（23年４月１日現在）

千円

千円

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

％ ％

（注）　「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し、

　　　国の率で支給したと仮定した場合の加重平均の支給率である。

支給率

10

1

15

4

15

仙台市

福岡市

支給対象地域

3

東京都特別区

10

12

716,266

国の制度（支給率）

45,841

支給対象職員数

12

15

18 18

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

6

支給実績（22年度決算）

6

医師

15

名古屋市

13

4

平均支給率 13

3

13

札幌市 1 3

30

大阪市
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（４）特殊勤務手当（23年４月１日現在）

千円

　円

　％

職業能力開発校又は障害者職業能力開発校
に勤務する職業訓練指導員（管理職手当の
支給を受ける職員を除く。）

感染症等防疫作業手当

(1)感染症が発生し、又は発生す
るおそれがある場合における、感
染症患者等の救護又は感染症の
病原体の付着する物件等の処理
作業
(2)家畜伝染病が発生し、又は発
生するおそれがある場合におけ
る、家畜伝染病の病菌を有する家
畜等に対する防疫作業

(1)福祉事務所において現業を行う所員及び
指導監督を行う所員
(2)児童相談所に勤務する次の職員
　①児童福祉司
　②児童指導員及び保育士
　③判定業務に従事する者であって、児童福
祉法第12条の3第2項第1号又は第2号に該当
する者若しくは2年以上判定業務に従事した
経験を有する者
　④次長及び課長
　⑤　①～④以外の職員
(3)女性相談所において売春防止法又は配偶
者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する法律の規定による事務を行う職員
(4)あすなろ医療療育センター及びさわらび医
療療育センターに勤務する児童指導員、保育
士及び看護助手
（5）子ども自立センターみらいに勤務する児
童の教育及び指導に直接従事することを本務
とする職員
（6）右の（11）の業務に従事する職員

（１）左記 (2)～(4)、(8)(9）の業務に従
事することを常例とする職員
　月額　12,600円
（再任用短時間勤務職員及び育児短
時間勤務職員等　日額600円）
（２）左記（10）の業務に従事することを
常例とする職員
　月額　18,900円
（再任用短時間勤務職員及び育児短
時間勤務職員等　日額900円）
（３）上記（1）及び（2）以外の職員のう
ち、左記（1）～（6）、（8）（10）（11）の業
務に従事した職員
　日額　600円
（４）上記（1）及び（2）以外の職員のう
ち左記（7）の業務に従事した職員
　日額　300円

日額　600円

本務として防疫作業に従事する職員のほか、
これと同一の場所、時期、条件等において防
疫作業に従事するその他の職員

職業訓練指導員手当

出張して納税義務者等（国及び地
方公共団体等を除く。）と直接接し
て行う県税の調査、検査、徴収、
滞納処分又は犯則取締に関する
業務

職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度）

税務課又は地域県民局の県税部に勤務する
職員

手当の種類（手当数）

月額18,900円
（再任用短時間勤務職員及び育児短
時間勤務職員等　日額900円）

手当の名称

職業訓練

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

県税事務手当

主な支給対象職員

日額　300円

(1)生活保護法の規定により要保
護者、被保護者又はその扶養義
務者を訪問し面接して行う指導、
相談、調査の業務又は児童福祉
法の規定により援護若しくは育成
の措置を要する者等を訪問して行
う指導、相談、調査の業務
(2)要保護児童の相談、調査、指
導及び措置の業務
(3)児童の一時保護に関する業務
(4)児童の心理判定に関する業務
(5)援護又は育成の措置を必要と
する者等を訪問して行う指導、相
談又は調査の業務
(6)要保護児童と直接接見して行う
相談、調査又は指導の業務
(7)売春防止法に基づく一時保護
に係る要保護女子又は配偶者暴
力防止法に基づく一時保護に係
る被害者の付添業務として女性相
談所以外の場所において行う指
導、援助等の業務
(8)入所者の生活指導等の業務
(9)看護補助業務
(10)児童と起居を共にして行う自
立支援又は生活支援の業務
(11)精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律第29条の2の第1
項の規定により精神障害者を移送
する業務

福祉業務手当

19

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） 137,518

44.5

支給実績（22年度決算） 1,202,732
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地域県民局の地域健康福祉部、環境保健セ
ンター、精神保健福祉センター、あすなろ医
療療育センター及びさわらび医療療育セン
ターにおいて医師又は歯科医師として医療に
従事する職員

医療

支給額＝基準額＋加算額
基準額 　32,000～80,000円
加算額
　あすなろ医療療育センター所長、さ
わらび医療療育センター所長が、救急
患者又は入院患者の病状の急変等に
より、正規の勤務時間外に出勤し、当
該患者の診療に従事した場合の勤務1
回につき1,620円として計算した額

日額　300円

診療手当

(1) 寄生虫若しくは寄生虫卵又は
結核菌その他の病原体の検索又
は調査の作業
(2) 健康を害するおそれのある有
害ガスの発生を伴う化学的検査の
作業

勤務１回につき　1,600円

植物防疫法第32条第4項に規定
する事務のうち、有害動物又は有
害植物の発生を予察するための
現地調査

日額　300円

（１）地上又は水面上10メートル以
上の足場の不安定な箇所におけ
る作業
（２）坑内における作業
（３）11月から翌年4月までの期間
内において、滑走路の摩擦係数
を測定する作業

(1) (1)又は(2)の作業に従事することを
常例とする職員
　　月額  6,300円
（再任用短時間勤務職員及び育児短
時間勤務職員等　日額300円）
(2) (1)又は(2)の作業に従事することを
常例としない職員
　　日額  300円

地域県民局、保健所、あすなろ医療療育セン
ター、さわらび医療療育センターに勤務する
診療放尃線技師又は診療エックス線技師

衛生検査手当

(1) 地域県民局の地域健康福祉部、保健所
又は食肉衛生検査所に勤務する職員（食肉
衛生検査手当を受ける者を除く。）
(2) 環境保健センター又は原子力センターに
勤務し、研究職給料表の適用を受ける職員又
は東青地域県民局の地域農林水産部に勤務
し、医療職給料表(二)の適用を受ける職員以
外の職員

夜間看護手当

日額　300円

支給要件に該当することとなった月1月
につき　6,300円

狂犬病予防等作業手当

（１）左記（１）の職員が行う、狂犬
病予防法等の規定による犬の捕
獲、犬又はねこの処分等の作業
（２）左記（２）の職員が行う、犬若
しくはねこの捕獲（引取のための
捕獲を含む。）若しくは収容又は
収容した犬若しくはねこの殺処分
の作業

正規の勤務時間による勤務の一
部又は全部が深夜(午後10時後
翌日の午前5時前の間)において
行われる看護等の業務

食肉衛生検査手当
獣畜のと殺若しくは解体の検査又
は食鳥検査の業務

(1) 左記の業務に従事することを常例
とする職員
　月額　18,900円
（再任用短時間勤務職員及び育児短
時間勤務職員等　日額900円）
(2) (1)以外の職員が左記の業務に従
事した場合
　　日額　900円
(月額の衛生検査手当の支給を受ける
職員については600円)

月の初日から末日までの間に外
部放尃線を被ばくし、その実効線
量が100マイクロシーベルト以上で
あったことが医療法施行規則第30
条の18第2項に定める測定（同項
第1号ただし書によるものを除く。）
により認められた場合

放射線取扱手当

病害虫防除手当 病害虫防除所に勤務する職員

食肉衛生検査所に勤務する職員

あすなろ医療療育センター又はさわらび医療
療育センターの病棟に勤務する看護師又は
准看護師

（１）狂犬病予防員等である職員
（２）動物愛護センターに勤務する職員

工業振興課、地域県民局の地域農林水産部
及び地域整備部、空港管理事務所に勤務す
る職員

危険作業手当
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(1) 環境政策課、原子力安全対策課又は県
境再生対策室に勤務する職員
(2) 地域県民局の地域連携部、環境保健セン
ター又は原子力センターに勤務する職員で、
月額の衛生検査手当を受ける者以外の職員

実習指導手当
（１）消防学校に勤務する職員
（２）営農大学校に勤務する職員のうち、校
長、教頭及び総務課の職員以外の職員

家畜診療手当
地域県民局の地域農林水産部家畜保健衛生
所に勤務する獣医師の資格を有する職員

月額　12,600円
（再任用短時間勤務職員及び育児短
時間勤務職員等　日額600円）

家畜の診療、家畜の病性の検査
若しくは鑑定又は家畜伝染病の
予防若しくは防疫に関する業務

用地買収又は事業の施行により
生ずる損失の補償に係る交渉の
業務（国、地方公共団体等との交
渉を除く。）

（１）医療薬務課に勤務する職員
（２）水産振興課に勤務する職員
（３）病害虫病除所に勤務する職員

農村整備課、監理課、地域県民局の地域農
林水産部及び地域整備部又は学校施設課に
勤務する職員

犯則取締等手当

用地買収交渉等手当

（１）左記（１）の職員が行う、麻薬
及び向精神薬取締法第54条第5
項に規定する職務で、司法警察
員として行う職務のうち捜査（事務
的作業を除く。）又は被疑者の逮
捕
（２）左記（２）の職員が、漁業関係
法規違反の疑いのある船舶につ
いて海上で行う漁具等の検査、証
拠物件の押収若しくは被疑者の
検挙の業務又はこれらの船舶の
追跡の業務
（３）左記（３）の職員が行う農薬取
締法第13条の規定による立入検
査の業務で、検査の妨害を行う者
や度重なる指導によっても違反状
態を改善しない者等への立入検
査の業務その他職員の心身に著
しい負担を与えるものと人事委員
会が認める業務

日額　600円

日額　300円

日額  300円

(1)左記(1)及び(2)の職員が行う、
出張して行うばい煙、ふんじん、ガ
ス、臭気、水質、汚水、廃液、騒
音、振動、土壌等の検査若しくは
測定又は公害防止施設の整備に
関する工場等における技術指導
の業務
(2) 左記(2)のうち地域県民局の地
域連携部の職員が検査室におい
て行う、健康を害する恐れのある
有害ガスの発生を伴う化学的検査
の業務
(3) 環境政策課、県境再生対策室
又は地域県民局の地域連携部の
職員が行う、廃棄物の処理及び清
掃に関する法律の規定による立
入検査の業務のうち、帳簿書類の
検査以外の業務

公害等調査手当

（１）左記（１）の職員が、地上10
メートル以上の高所において救助
又は消火活動の訓練に従事する
業務
（２）左記（２）の職員が、機械・器
具等を使用して実技を通して農業
に関する実習に従事する業務で、
次に掲げる業務以外の業務に従
事したとき
①講義室又は実験室で行う業務
② 正規の勤務時間外に行う動物
の飼育又は機械、器具等の維持
及び管理の業務
③監督業務又は引率業務

（１）（１）の業務に従事する職員
　日額　300円
（２）（２）の業務に従事することを常例と
する職員
　月額　6,300円
（再任用短時間勤務職員及び育児短
時間勤務職員等　日額300円）
（３）（２）の業務に従事することを常例と
しない職員
　日額　300円
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（１）の作業
① 巡回監視  日額　300円
（作業が日没時から日出時までの間に
おいて行われた場合は、600円）
② 応急作業又は応急作業のための災
害状況の調査  日額　600円
（作業が日没時から日出時までの間に
おいて行われた場合は、900円）
（２）の作業　日額　300円
（３）の作業　搭乗時間1時間につき
1,900円
（飛行中の回転翼航空機から降下して
行う業務又はその補助業務に従事した
場合は、搭乗時間1時間につき2,470
円）

(1)左記(1)の職員が、 豪雤等異常
な自然現象により重大な災害が発
生し、又は発生するおそれがある
河川等において行う、巡回監視、
応急作業又は応急作業のための
災害状況の調査
(2) 左記（２）の職員が、火薬類又
は高圧ガスによる災害が発生した
場合において、災害の現場に赴
いて行う火薬類取締法第43条第1
項又は高圧ガス保安法第62条第
1項の規定に基づく立入検査（帳
簿書類だけの検査の場合は除
く。）の業務
（３）回転翼航空機に搭乗して行う
次に掲げる業務
①災害対策業務
②傷病者の緊急搬送
③①及び②に掲げる業務のほ
か、人事委員会が別に定める業
務

実習指導補助手当
実習指導手当の支給対象業務の
補助業務

日額　300円
営農大学校に勤務する職員(総務課の職員を
除く。)

災害応急作業等手当

(1) 地域県民局の地域農林水産部及び地域
整備部又は空港管理事務所に勤務する職員
(2) 工業振興課に勤務する職員
(3)右記(3)の業務に従事する職員
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第２号（多学年学
級担当手当）

(1) ① 日額　6,400円
　   ② 日額　6,000円
　　 ③ 日額　6,000円
(2) 日額　3,400円
(3) 日額　3,400円
(4) 日額　2,400円

左記職員に対する支給単価

職員の特殊勤務手
当に関する条例
（昭和26年７月17
日青森県条例第39
号）第18条第１項
に掲げる号

(1) 日額　290円
(2) 日額  350円

(1) 学校の管理下で行う次に掲げ
る業務
　① 非常災害時における児童若
しくは生徒の保護又は緊急の防
災若しくは復旧の業務
　② 児童又は生徒の負傷、疾病
等に伴う救急の業務
　③ 児童又は生徒に対する緊急
の補導業務
(2) 修学旅行、林間学校、臨海学
校等（学校が計画して実施するも
のに限る。)において児童又は生
徒を引率して行う指導業務で宿泊
を伴うもの
(3) 対外運動競技等において児
童又は生徒を引率して行う指導業
務で宿泊を伴うもの又は週休日若
しくは祝日法による休日等及び年
末年始の休日等に行うもの
(4) 学校の管理下において行われ
る部活動(正規の教育課程として
のクラブ活動に準ずる活動をい
う。)における児童又は生徒に対す
る指導業務で、週休日、休日等又
は休日等に当たる日以外の正規
の勤務時間が4時間又は3時間45
分である日に行うもの

教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、
養護助教諭、講師(常時勤務の者及び再任用
短時間勤務職員に限る。)、寄宿舎指導員又
は実習助手で、その属する職務の級が教育
職給料表(一)及び(二)の1級又は2級であるも
の

当該学級における授業又は指導
(1) 2の学年の児童又は生徒で編
制されている学級における授業又
は指導
(2) 3の学年の児童又は生徒で編
制されている学級における授業又
は指導

第３号（教育業務
連絡指導手当）

第１号（教員特殊
業務手当）

主な支給対象業務

教諭のうち、教務その他の教育に関する業務
についての連絡調整及び指導助言にあたる
次に掲げる主任等の職務を担当する教諭
【小学校】教務主任、学年主任、研修主任、生
徒指導主任
【中学校】教務主任、学年主任、生徒指導主
事、進路指導主事、研修主任
【高等学校】教務主任、学年主任、生徒指導
主事、進路指導主事、学科主任、農場長、渉
外主任、図書主任、寮務主任(五所川原農林
高等学校及び三本木農業高等学校に置かれ
るものに限る。)
【特別支援学校】教務主任、学年主任、生徒
指導主事、中等部及び高等部に置かれる進
路指導主事、学科主任、寮務主任、部主任

当該担当に係る業務
日額　200円

主な支給対象職員

学校職員の特殊勤務手当

小学校又は中学校の2以上の学年の児童又
は生徒で編制されている学級を担当する教
諭、助教諭及び講師
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学校職員のうち次に掲げる職員
（１）特別支援学校に勤務する教諭、養護教
諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、
寄宿舎指導員及び実習助手
（２）小学校又は中学校に勤務する教諭、助教
諭及び講師のうち、学校教育法第81条に規
定する特別支援学級を担当し、特別支援教
育に直接従事することを本務とするもの及び
学校教育法施行規則第140条に規定する児
童又は生徒に対する特別支援教育に直接従
事することを本務とするもの

障害のある幼児、児童又は生徒
に対する授業又は指導

月額　12,600円
（再任用短時間勤務職員及び育児短
時間勤務職員等　日額600円）

八戸水産高等学校の実習船の乗組職員

（１）遠洋漁業実習
①航海中　日額　600円
②操業中　日額　1,200円～5,280円
（２）沿岸漁業実習
操業中　日額　300円

第４号（特別支援
教育手当）

第５号（漁業実習
指導手当）

次に掲げる漁業実習指導
（１）遠洋漁業実習における当該
職員の職務
（２）沿岸漁業実習（操業中に限
る。）における当該職員の職務
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交通捜査取締等
第４号（交通捜査
取締等手当）

警察官

警察官(管理職手当の支給を受ける職員を除
く。)又は警察官以外の警察職員

日額　560円
（尐年補導職員　日額340円）

警察職員の特殊勤務手当

第１号（刑事警備
作業手当）

 警察官(管理職手当の支給を受ける職員を除
く。)又は警察官以外の警察職員 刑事警備作業

日額　560円
（もっぱら内勤作業に従事した場合は
280円）

犯罪鑑識作業

左記職員に対する支給単価

第３号（犯罪鑑識
作業手当）

第２号（警衛警護
手当）

警察官(管理職手当の支給を受ける職員を除
く。)又は警察官以外の警察職員

警ら、雑踏警備又は重要な施設
の警戒等の作業

（１）交通の整理、犯罪の予防等のため
無線警ら車を運転する作業
日額　420円
（２）犯罪の予防等のために行う警ら作
業、祭り等における雑踏警備又は重要
な施設の警戒等を行う作業
日額　340円

第５号（警ら作業
手当）

（１）交通事件、違反等の捜査作業
日額　560円
（２）高速道路上における交通人身事
故等の捜査作業
日額　840円（日没時から日の出時ま
での間に従事する場合は1,260円）
（３）一般道路上における交通人身事
故等の捜査作業
日額　560円（日没時から日の出時ま
での間に従事する場合は840円）
（４）交通指導、取締りのため交通取締
用自動二輪車を運転する作業
日額　560円
（５）交通指導、取締りのため交通取締
用四輪車を運転する作業
日額　420円
（６）高速道路上における交通整理、交
通取締り等の作業
日額　460円
（７）一般道路上における交通整理、交
通取締り等の作業
日額　310円

主な支給対象職員 主な支給対象業務

警察本部長が指定する警察官

（１）天皇又は皇后、皇太子、皇太子
妃、文仁親王若しくは悠仁親王の警衛
　日額　1,150円
（２）（１）に掲げる皇族以外の皇族の警
衛
　日額　640円
（３）警護要則第２条に規定する警護対
象者の警護
　日額　640円

側近警衛又は身辺警護の作業

職員の特殊勤務手
当に関する条例
（昭和26年７月17
日青森県条例第39
号）第19条第１項
に掲げる号
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（1）（1）に掲げる作業
作業1回につき　5,200円（２以上の作
業に従事したとしても、容疑物件１個に
ついては、作業１回とする。）
（2）（2）①に掲げる作業
日額　2,600円（心身に著しい負担を与
えると人事委員会が認める作業に従事
した場合は4,600円）
（3）（2）②に掲げる作業
日額　250円
（4）（3）に掲げる作業
日額　300円

第９号（爆発物等
処理作業手当）

第７号（死体取扱
手当）

交代制勤務を行う警察職員

第６号（看守護送
手当）

被疑者及び被告人等の看守又は
護送作業

死体の検視、見分又は検証等に
当たって死体に接触して行う作業
又は死体解剖補助作業

警察職員(管理職手当の支給を受ける職員で
警察本部科学捜査研究所の総括研究管理官
及び研究管理官の職以外の職にあるものを
除く。)

警察官(管理職手当の支給を受ける職員を除
く。)又は警察官以外の警察職員

第８号（夜間特殊
業務手当）

正規の勤務時間による勤務の一
部又は全部が深夜(午後10時後
翌日午前5時前の間)において行
われる警ら、警備、看守等の業務

１回　730円
(深夜における勤務時間が2時間未満
の場合は410円)

日額  280円

死体一体につき　1,600円
（死体解剖補助作業に従事した場合
又は死体解剖補助作業以外の心身に
著しい負担を与えると認められる作業
で人事委員会が別に定めるものに従
事したときは3,200円）

（1）左記（1）の職員が行う次に掲
げる作業、又は左記（２）の職員が
周囲の状況から特に緊急を要す
る措置が必要と認められた場合に
行う爆発物処理作業
①容疑物件（爆発物又はその疑
いのある物件をいう。以下同じ。）
の種類等の識別及び認定の作業
②危険防止のため、容疑物件の
周囲の砂袋、タイヤ等を積み上げ
る等のしゃへい作業
③容疑物件の冷却作業又はエッ
クス線撮影作業
④容疑物件の処理筒への収納及
び搬送作業
⑤容疑物件の解体作業
⑥容疑物件の爆破のための特に
危険な作業
⑦①～⑥までの作業に当たり容疑
物件に接近して指揮を行う作業
（2）警察職員が行う次に掲げる作
業
①特殊危険物質（サリン及びサリ
ン以上の又はサリンに準ずる強い
毒性を有する物質）又はその疑い
のある物質（以下「特殊危険物質
等」という。）の処理作業で次に掲
げるもの
(ア）特殊危険物質等に対して直
接行う検知、鑑識、鑑定、収容、
除去その他の警察活動に係る作
業
（イ）容器等に封入されている特殊
危険物質等に対して行う鑑識、収
容、移動等の作業で、特殊危険
物質等の発散又は漏洩のおそれ
があるもの
②特殊危険物質による被害の危
険がある区域内において行う作業
（①に掲げる処理作業を除く。）
（3）左記（2）の職員が火薬類又は
高圧ガスによる災害が発生した場
合に災害の現場で行う、火薬類取
締法第43条第2項又は高圧ガス
保安法第62条第5項の規定による
立入検査（帳簿書類だけの検査
の場合は除く。）の業務

（１）警察本部の爆発物処理班員又は爆発物
処理班員以外の警察職員
（２）警察本部の保安課、警察署、交番その他
の派出所又は駐在所に勤務する警察職員
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警察職員

第１１号（緊急作
業手当）

警察官（管理職手当の支給を受ける職員を除
く。）又は警察官以外の警察職員

第１０号（潜水作
業手当）

警察職員

（１）(警戒区域外)
　　　日額　　840円
　　(警戒区域内)
　　　日額　1,680円
（２）（２）の作業
　　　日額　560円

第１３号（災害応
急警備等手当）

第１２号（航空手
当）

次に掲げる警察職員等
①航空法第24条に規定する事業用操縦士又
は自家用操縦士の資格を有する職員
②航空法第24条に規定する一等航空整備士
又は二等航空整備士の資格を有する職員

（１）の業務
　①の職員　月額　30,000円
　②の職員　月額　10,000円
（２）の業務
　①の業務
　搭乗時間1時間につき　5,100円
（日没時から日の出時までの間に行う
場合、飛行規程に定める飛行回避領
域内で行われる場合（離陸又は着陸を
除く。）その他人事委員会が著しく危険
なものと認める場合は6,630円）
　②の業務
　　搭乗時間１時間につき　2,200円
（飛行規程に定める飛行回避領域内
で行われる場合（離陸又は着陸を除
く。）その他人事委員会が著しく危険な
ものと認める場合は2,860円）
　③④の業務
　　搭乗時間1時間につき　1,900円
（飛行規程に定める飛行回避領域内
で行われる場合（離陸又は着陸を除
く。）その他人事委員会が著しく危険な
ものと認める場合は2,470円）

正規の勤務時間に引き続かない
時間において緊急の呼出しにより
勤務することを命ぜられて従事す
る次に掲げる作業(勤務公署又は
これに準ずる場所以外から従事す
る場合に限る。)で、その従事する
時間帯の一部又は全部が夜間(午
後9時後翌日午前5時前の間)であ
るもの
(1) 刑事警備作業
(2) 警衛警護作業
(3) 犯罪鑑識作業
(4) 交通捜査取締等作業
(5) 看守護送作業
(6) 爆発物等処理作業

（１）豪雤等異常な自然現象若しく
は大規模な火事等により重大な災
害が発生した箇所又はその周辺
において行う災害警備、遭難救
助、通信施設の臨時設置、運用
若しくは保守又は心身に著しい負
担を与えると人事委員会の認める
作業
（２）山岳において著しく危険かつ
困難な状況の下で行う遭難者の
捜索又は救助

作業１回につき　1,240円

(1)左記①②の職員が行う回転翼
航空機の操縦又は整備
(2)警察職員が回転翼航空機に搭
乗して行う次に掲げる業務
① 回転翼航空機の操縦業務
② 回転翼航空機の整備業務
③ 捜索救難、犯罪の捜査、鎮
圧、警備、交通の取締りに関する
業務等
④ その他人事委員会が認める業
務

人命救助、捜索等のために潜水
器具を着用して行う潜水作業

1時間につき
20mまで　　　          310円
30mまで　　            780円
30mを超えるとき   1,500円
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（５）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

支給実績（22年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（21年度決算）

支給実績（21年度決算）

第１５号（銃器犯
罪捜査手当）

168職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

警察職員

第１４号（核物質
輸送警備手当）

核物質の防護に関する条約附属
書Ⅰの2の(b)に規定する第1群の
核物質を輸送する車両に追従し、
又は先導して行う警備作業

第１６号（海上警
備手当）

警察本部会計課に勤務する警察職員及び警
察署において会計事務に従事する職員

警察用船舶に乗り組む海事職給料表の適用
を受ける警察職員

157

日額 　640円

3,133,022

次に掲げる業務又はその補助業
務
(1)違法事犯の警戒・取締活動業
務
(2)違法船舶又はその疑いのある
船舶の追跡業務
(3)犯罪の捜査活動業務
(4)上記のほか、人事委員会が認
める業務

(1)　日額　 1,640円
(2)　　〃  　1,100円
(3)　　〃　  1,100円
(4)　　〃　  　 820円
(5)　　〃　 　  820円

用地買収又は事業の施行により
生ずる損失の補償に係る交渉の
業務（国、地方公共団体等との交
渉を除く。）に従事したとき

警察官

第１７号（用地買
収交渉等手当）

(1) 銃器又はその疑いのある物を
使用している犯罪現場における犯
人逮捕等の業務
(2) (1)の業務に付随して行われる
現場配置の業務
(3) 銃器を所持する犯人の逮捕の
業務
(4) (3)の業務に付随して行われる
現場配置の業務
(5) 銃器が使用された暴力団の対
立抗争事件に伴う暴力団事務所
等に対する張付警戒の業務

日額　500円

日額　300円

3,309,379
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（６）その他の手当（23年４月１日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

手　当　名
内容及び支給単価

（月額）
国の制度
との異同

支給職員１人当たり
平均支給年額

（22年度決算）

同

127,600

借家や借間の家賃を負担して
住んでいる場合に支給されま
す。

　　　　　　最高　27,000円

316,700

313,500

68,600寒冷地手当 同

同

111,700

特地勤務手当等

へき地など生活の著しく不便
な地にある公署に勤務する場
合に支給されます。

支給額＝（給料の月額＋扶養
手当の月額）×支給割合（2～
12％）

単身赴任手当

同住居手当

異動などにより配偶者と別居
して単身で生活している場合
に支給されます。

最高　68,000円

21,947

277,467

1,415,128

1,351,563

2,239,863

寒冷地に勤務する職員に支
給されます。

（青森県内の場合）
　支給期間
　１１～３月までの５ヶ月間
　扶養親族がある場合
　　　　世帯主　17,800円
　扶養親族がない場合
　　　　世帯主　10,200円
　　　　その他  　7,360円

1,743,561

自家用車など
利用の場合の
最高額（国
は、24,500
円）、
青い森鉄道利
用者の最高額

225,400

交通機関や自家用車などで
通勤することを常例としている
場合に支給されます。

バスや電車などの公共交通機
関利用の場合
　　　　　　最高　55,000円
（ただし、青い森鉄道利用者
は最高70,000円）
自家用車など利用の場合
　　　　　　最高　35,000円

異なる通勤手当

配偶者や子などを扶養してい
る場合に支給されます。
配偶者　13,000円
配偶者以外
　１人目 6,500円（配偶者がい
ない場合11,000円）
　２人目以降１人につき
　　　　　 6,500円
子が満16歳～22歳の加算
5,000円

扶養手当

支給実績
（22年度決算）

同

国の制度と異
なる内容
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千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

異なる初任給調整手当

207,300

619,700同
管理職員特別勤務
手当

同

農業、林業又は水産業に関
する専門の事項等について
調査研究を行うとともに、農
業、林業又は水産業に従事
する者に接して、これらに関
する技術及び知識を普及指
導することを職務とする職員
に支給されます。

月額　12,600円

農林漁業普及指導
手当

661,607

724,300

107,008

367,772

398,100

406,800

156,200

休日等において、正規の勤務
時間中に勤務することを命ぜ
られた職員に支給されます。

支給額＝勤務１時間当たりの
給与額×135/100×勤務時
間数

54,737

21,071

27,130 149,890

882,855

夜間勤務手当

へき地学校等に勤務する職
員に支給されます。

支給額＝（給料の月額＋扶養
手当の月額）×支給割合（2～
12％）

へき地手当等 188,657

休日勤務手当

管理又は監督の地位にある
職員のうち、人事委員会規則
で指定するものに支給されま
す。

支給額＝31,700～139,300円

1,401,542

正規の勤務時間として、深夜
（午後10時～午前5時）に勤務
することを命ぜられた職員に
支給されます。

支給額＝勤務１時間当たりの
給与額×25/100×勤務時間
数

正規の勤務時間以外の時間
及び休日等に、本来の勤務に
従事しないで宿直勤務又は
日直勤務をした場合に支給さ
れます。

１日勤務の場合
　一般　4,200円
　特殊　5,100～20,000円

宿日直手当

管理職手当

同

同

同

獣医師が支給
対象となって
いる。

医師、獣医師等、専門的知識
を必要とし、かつ、採用による
欠員の補充が困難な職に採
用され又は異動した職員に支
給されます。

最高　410,900円

管理職手当の支給を受ける職
員が臨時又は緊急の必要そ
の他の公務の運営の必要によ
り週休日又は休日等に勤務し
た場合に支給されます。

勤務１回につき
　最高　12,000円

25



千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

６　特別職の報酬等の状況（23年４月１日現在）

円 （ 円 ）

円 （ 円 ）

円 （ 円 ）

円 （ 円 ）

円 （ 円 ）

月分

月分

（算定方式）

円 （任期毎）

円 （任期毎）

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期

　　　　（4年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

高等学校における農業、水
産、工業又は電波に係る産業
教育に従事する教員及び実
習助手に支給されます。

月額　12,600円

0

定時制通信教育手
当

知 事

副 知 事

1,016,000円×在職月数×0.8

  873,000円×在職月数×0.5

退
職
手
当

174,057産業教育手当

給　　料　　月　　額　　等

0

県立又は市町村立の高等学
校で、定時制又は通信制の課
程を置くものの教員に支給さ
れます。

月額　12,600円

201,306

67,360

26,975

(１期の手当額) 　（支給時期）

20,952,000

39,014,400

議 員

780,000

873,000 970,000

910,000

810,000

災害応急対策又は災害復旧
のため国等の職員の派遣を
受ける場合に、当該派遣され
た職員に支給されます。

１日につき最高　6,620円

　　（22年度支給割合）議 長

災害派遣手当

給
料

1,270,000

議 員

期
末
手
当

副 知 事 2.95

副 議 長

　　（22年度支給割合）

756,600

2.95

区　　分

副 議 長

864,500

1,016,000

99,0271,126,041

知 事

副 知 事

777,600

義務教育等教員特
別手当

義務教育諸学校及び高等学
校等の教育職員に支給されま
す。

最高　11,700円

議
員
報
酬

知 事

議 長

%
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７　公営企業職員の状況

（１）工業用水事業

① 職員給与費の状況
 ア 決算

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２３年３月３１日現在の人数である。

 イ 特記事項

給与の削減を行っています。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２３年４月１日現在）

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況
 ア　期末手当・勤勉手当

（22年度支給割合） （22年度支給割合）

　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分

（再任用職員はいない） 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

純損益又は実質収支 職員給与費 総費用に占める （参考）

職員給与費比率 21年度の総費用に

区　　分 総費用

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

22 年度
千円 千円 千円 ％ ％

689,106 211,850 194,058 28.2 25.7

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり給与費

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　 計　 　Ｂ Ｂ／Ａ

22 年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

139,970 7,367

区　　分 削減の内容 削減する期間

19 94,455 13,495 32,020

管理職の職員 給料の3％削減 平成21年4月から24年3月まで

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

青森県 50.6 414,276 613,904

青森県公営企業職 青森県一般行政職

１人当たり平均支給額（22年度） １人当たり平均支給額（22年度）

1,685 千円　 1,622 千円　

1.35

（1.45） (0.65)

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

2.6 1.35 2.6 月分

・役職加算     5～20 % ・役職加算     5～20 %

・管理職加算　10～25 % ・管理職加算　10～25 %

%
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 イ　退職手当（２３年４月１日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(2％～30％加算) (2％～30％加算)

（退職時特別昇給　　　制度なし） （退職時特別昇給　　　制度なし）

１人当たり平均支給額　　　　自己都合 千円 １人当たり平均支給額　　　　 自己都合 千円

勧奨・定年 千円 勧奨・定年 千円

 ウ　地域手当（23年４月１日現在） 該当者なし

 エ　特殊勤務手当（23年４月１日現在）

千円

　 円

 　％

 オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

青森県公営企業職 青森県一般行政職

・基本額 ・基本額

（支給率）　　 自己都合　　 　 勧奨・定年 （支給率）　  　 自己都合　　  　勧奨・定年

23.50 30.55 23.50 30.55

33.50 41.34 33.50 41.34

47.50 59.28 47.50 59.28

59.28 59.28 59.28 59.28

・調整額 ・調整額

職員の在職の区分に応じて定める額の60月分の調整
月額を合計した額（月額0円～79,200円）

職員の在職の区分に応じて定める額の60月分の調整月額を合
計した額（月額0円～79,200円）

0 6,618

0 27,165

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額である。

支給実績（22年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） 0

職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度） -

手当の種類（手当数） 1

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

企業職員の特殊勤務手
当

危険作業に従事する職員等 水圧管の施設工事等 日額 300円 ～ 600円

支給実績（22年度決算） 6,241

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） 347

支給実績（21年度決算） 2,947

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 164
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 カ　その他の手当（23年４月１日現在）  

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

支給実績
（22年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（22年度決算）

手　当　名
内容及び支給単価

（月額）
一般行政職の
制度との異同

一般行政職の
制度と異なる
内容

扶養手当

配偶者や子などを扶養して
いる場合に支給されます。

配偶者　13,000円
配偶者以外
１人目6,500～11,000円
２人目以降１人につき
　　　6,500円
子が満16歳～22歳の加算
5,000円

同

816 272,000

通勤手当

交通機関や自家用車などで
通勤することを常例としている
場合に支給されます。

バスや電車などの公共交通機
関利用の場合
　　　　　　　最高55,000円
（ただし、青い森鉄道利用者
は最高70,000円）
自家用車など利用の場合
　　　　　　　最高35,000円

同

3,294 253,385

3,241 202,546

1,044 348,000

住居手当

借家や借間の家賃を負担して
住んでいる場合に支給されま
す。

　　　　　　　最高27,000円

単身赴任手当

異動などにより配偶者と別居
して単身で生活することとなっ
た場合に支給されます。

最高68,000円

同

同

寒冷地手当

寒冷地に勤務する職員に支
給されます。

（青森県内の場合）
　支給期間
　１１～３月までの５ヶ月間
　扶養親族がある場合
　　　　世帯主 17,800円
　扶養親族がない場合
　　　　世帯主 10,200円
　　　　その他   7,360円

同

特地勤務手当等

へき地など生活の著しく不
便な地にある公署に勤務す
る場合に支給されます。

支給額＝（給料の月額＋扶
養手当の月額）×支給割合
（2～12％）

同

1,406 74,010

0 0
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千円 円

千円 円

千円 円

（２）病院事業

① 職員給与費の状況
 ア 決算

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２３年３月３１日現在の人数である。

 イ 特記事項

給与の削減を行っています。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（23年４月１日現在）

歳 円 円

青森県（看護） 歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

748 747,600

0 0

管理職手当

管理又は監督の地位にある
職員のうち、人事委員会規則
で指定するものに支給されま
す。

支給額＝31,700～139,300円

管理職員特別勤務手当

管理職手当の支給を受ける職
員が臨時又は緊急の必要そ
の他の公務の運営の必要によ
り週休日又は休日等に勤務し
た場合に支給する。

勤務１回につき
　最高12,000円

同

同

初任給調整手当

医師等、専門的知識を必要と
し、かつ、採用による欠員の補
充が困難な職に採用され又は
異動した職員に支給されま
す。

最高306,000円

同

職員給与費比率 21年度の総費用に

区　　分 総費用 純損益又は実質収支 職員給与費

0 0

総費用に占める （参考）

Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率Ａ Ｂ

22 年度
千円 千円 千円 ％ ％

20,191,780 △ 133,926 9,609,053 47.6 46.0

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり給与費

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　 計　 　Ｂ Ｂ／Ａ

22 年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

6,911,921 7,075

区　　分 削減の内容 削減する期間

977 3,900,270 1,670,189 1,341,462

管理職の職員 給料の5～3％削減 平成21年4月から24年3月まで

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

青森県（医師） 41.8 540,788 1,354,039

35.9 291,606 455,755

青森県（事務） 46.1 376,407 591,077

青森県（技能） 48.5 354,203 525,960
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③ 職員の手当の状況
 ア　期末手当・勤勉手当

（22年度支給割合） （22年度支給割合）

　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

 イ　退職手当（２３年４月１日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(2％～30％加算) (2％～30％加算)

（退職時特別昇給　　　制度なし） （退職時特別昇給　　　制度なし）

１人当たり平均支給額　　　　自己都合 千円 １人当たり平均支給額　　　　 自己都合 千円

勧奨・定年 千円 勧奨・定年 千円

 ウ　地域手当（２３年４月１日現在）

千円

　円

人 ％ ％

％ ％

（注）　「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し、

　　　国の率で支給したと仮定した場合の加重平均の支給率である。

青森県病院局 青森県一般行政職

１人当たり平均支給額（22年度） １人当たり平均支給額（22年度）

1,339 千円　 1,622 千円　

1.35

（1.45） (0.65) （1.45） (0.65)

2.6 1.35 2.6 月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算     5～20 % ・役職加算     5～20 %

・管理職加算　10～25 % ・管理職加算　10～25 %

青森県病院局 青森県一般行政職

・基本額 ・基本額

（支給率）　　 自己都合　　 　 勧奨・定年 （支給率）　  　 自己都合　　  　勧奨・定年

23.50 30.55 23.50 30.55

33.50 41.34 33.50 41.34

47.50 59.28 47.50 59.28

59.28 59.28 59.28 59.28

・調整額 ・調整額

職員の在職の区分に応じて定める額の60月分の調整
月額を合計した額（月額0円～79,200円）

職員の在職の区分に応じて定める額の60月分の調整月額を合
計した額（月額0円～79,200円）

882 6,618

26,841 27,165

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額である。

支給実績（22年度決算） 117,808

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） 861,485

支給対象地域 支給対象職員数 支給率 国の制度（支給率）

医師 136 15 15

平均支給率 15 15
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 エ　特殊勤務手当（２３年４月１日現在）

千円

　 円

 　％

診療手当
医師又は歯科医師として医療に従事す
る職員

医療

支給額＝基準額＋①加算額＋②加算
額＋③加算額＋④加算額＋⑤加算額
＋⑥加算額
基準額　32,000～97,000円
①加算額
　管理職手当の支給を受ける支給対
象職員が、救急患者又は入院患者の
病状の急変等により、正規の勤務時間
外に出勤し、当該患者の診療に従事し
た場合の勤務１回につき1,620円として
計算した額
②加算額
　管理職手当の支給を受ける支給対
象職員が、宿日直勤務をした場合にお
いて救急患者の診療に従事したときの
当該診療に従事した勤務１回（一の宿
日直勤務中に２回以上救急患者の診
療に従事した場合は、これを１回の勤
務として計算する。）につき23,000円と
して計算した額
③加算額
　支給対象職員（①加算額の支給を受
ける職員を除く。）が、救急患者に対処
するため、正規の勤務時間外に出勤
し、当該患者の診療に従事した場合の
勤務１回につき1,620円として計算した
額
④加算額
　支給対象職員が、他の自治体病院
等の応援診療に従事した場合の勤務
１回につき当該自治体病院等との協定
で定める１日当たりの負担金の額に
100分の80を乗じて得た額として計算し
た額
⑤加算額
　母体・胎児集中治療管理部又は産
婦人科に勤務する職員が、分娩時の
診療等の業務に従事した場合の業務
１回につき10,000円として計算して得
た額
⑥加算額
　新生児集中治療管理部に勤務する
職員が、新生児集中治療管理室に新
たに入院する新生児の入院時の診療
等の業務に従事した場合の業務１回に
つき10,000円として計算して得た額

支給実績（22年度決算） 211,091

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） 291,831

職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度） 73.8

手当の種類（手当数） 5

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価
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 オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　19年４月１日から地方公営企業法を全部適用している。

放尃線取扱作業等手当
放尃線取扱作業に従事する診療放尃線
技師、臨床工学技士、看護師又は准看
護師

(1)中央病院に勤務する診療放尃
線技師が行う、エックス線その他
の放尃線を照尃する作業又は放
尃性同位元素を取り扱う作業
(2)臨床工学技士が防護衣を着用
して行う、エックス線透視診断中の
作業を補助する業務
(3)心臓カテーテル室、血管造影
室、呼吸器内視鏡室又は手術室
に勤務する看護師又は准看護師
が防護衣を着用して行う、次のい
ずれかの作業又は業務
  ①エックス線その他の放尃線の
照尃を受けている患者に接して行
う介添えの作業
　②エックス線透視診断中の作業
を補助する業務
　③エックス線透視下で行われる
手術の介助業務
(4)　ＲＩ病棟に勤務する看護師又
は准看護師が、放尃性同位元素
で治療中の患者に行う看護業務
（病室内で行うものに限る。）又は
当該患者の使用物の処理作業若
しくは病室等の除染作業
(5)　看護師又は准看護師が、放
尃性医薬品を静脈注尃する業務

日額　300円

臨床検査手当 臨床検査技師又は衛生検査技師

⑴　感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律
第６条に定める感染症の病原体そ
の他の危険な病原体（以下「危険
な病原体」という。）に汚染された
検体を直接取り扱う業務
(2)　危険な病原体又は危険な病
原体に汚染された病変組織その
他の物件を直接取り扱う業務
(3)　健康を害するおそれのある有
害ガスの発生を伴う科学的検査の
業務

(1)　左記の業務に従事することを常例
とする職員　　月額6,300円
（一の月において、左記の業務に従事
した日が15日未満の場合は日額300
円）

(2)　(1)以外の職員　　日額300円

夜間看護手当 病棟に勤務する看護師又は准看護師

正規の勤務時間による勤務の一
部又は全部が深夜（午後10時後
翌日の午前５時前の間）において
行われる看護等の業務

勤務１回につき　1,600円

支給実績（22年度決算） 570,717

回転翼航空機搭乗手当 ドクターヘリに搭乗する職員
ドクターヘリに搭乗して行う救急の
医療、患者の介助、搬送等の業
務

搭乗した時間１時間につき　1,900円
(飛行中の回転翼航空機から降下して
行う業務又はその補助業務に従事した
場合は、１時間につき2,470円）

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） 678

支給実績（21年度決算） 512,643

支給職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 633
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 カ　その他の手当（２３年４月１日現在）  

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

67,694 215,016

手　当　名
支給実績

（22年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（22年度決算）

一般行政職の
制度との異同

一般行政職の
制度と異なる
内容

内容及び支給単価（月額）

55,879 90,031

扶養手当

配偶者や子などを扶養して
いる場合に支給されます。

配偶者　13,000円
配偶者以外
１人目6,500～11,000円
２人目以降１人につき
　　　6,500円
子が満16歳～22歳の加算
　　　5,000円

通勤手当

交通機関や自家用車などで
通勤することを常例としている
場合に支給されます。

バスや電車などの公共交通機
関利用の場合
　　　　　　　最高55,000円
（ただし、青い森鉄道利用者
は最高70,000円）
自家用車など利用の場合
　　　　　　　最高35,000円

同

同

住居手当

借家や借間の家賃を負担して
住んでいる場合に支給されま
す。

　　　　　　　最高27,000円

同

75,848 128,158

57,413 58,837

単身赴任手当

異動などにより配偶者と別居
して単身で生活することとなっ
た場合に支給されます。

最高68,000円

同

寒冷地手当

寒冷地に勤務する職員に支
給されます。

（青森県内の場合）
　支給期間
　１１～３月までの５ヶ月間
　扶養親族がある場合
　　　　世帯主 17,800円
　扶養親族がない場合
　　　　世帯主 10,200円
　　　　その他   7,360円

同

105,153 303,911

2,013 525,130

夜間勤務手当

正規の勤務時間として、深夜
（午後10時～午前5時）に勤務
することを命ぜられた職員に
支給されます。

支給額＝勤務１時間当たりの
給与額×25/100×勤務時間
数

同
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千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

宿日直手当

正規の勤務時間以外の時間
及び休日等に、本来の勤務に
従事しないで宿直勤務又は
日直勤務をした場合に支給さ
れます。

１日勤務の場合
　一般　6,500円
　医師　20,000円

同

3,393,957

管理職員特別勤務手当

管理職手当の支給を受ける職
員が臨時又は緊急の必要そ
の他の公務の運営の必要によ
り週休日又は休日等に勤務し
た場合に支給する。

勤務１回につき
　最高12,000円

同

59,095 964,827

407,878

69,635 550,478

管理職手当

管理又は監督の地位にある
職員に支給されます。

支給額＝51,900円
　　　　　　　～130,300円

同

初任給調整手当

医師等、専門的知識を必要と
し、かつ、採用による欠員の補
充が困難な職に採用され又は
異動した職員に支給されま
す。

最高306,000円

同 464,123

7,545
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Ⅲ 勤務時間その他の勤務条件の状況 

１ 勤務時間の状況 

 

（１）通常の勤務時間  

職員の通常の勤務時間は、次のとおりです。 

（H23.4.1現在） 

開始時刻 終了時刻 休憩時間 勤務時間 

8：30 17：15 12：00～13：00 ７時間４５分 

（注）１ 勤務の性質上、特別の勤務時間の割振りをしている場合等は、この限りではない。 

２ 県立学校等では、各校の事情に応じて、それぞれ勤務時間が定められている。 

３ 育児、介護、通勤等に関する特別の事情がある職員について、公務の運営に支障がない

場合には、休憩時間を 12:00～12:45とし、勤務時間の終了時刻を 15分繰り上げることを

認めている。（病院局、警察本部を除く。以下、（２）及び（３）において同じ。） 

 

 

（２）早出遅出勤務 

    育児又は介護を行う職員で、一定の要件を満たす場合は、早出又は遅出勤務を利

用することができますが、その勤務時間は次のとおりです。 

 

    【早出勤務】 午前８時 ～ 午後４時４５分 

    【遅出勤務】 午前９時１５分 ～ 午後６時００分 

     （休憩時間は、（１）の場合と同様です。） 

 

    また、平成 22度における利用状況は次のとおりです。 

    （H22.4.1～H23.3.31） 

区分 
利用者実

人数 

左の内訳 
備考 

早出勤務 遅出勤務 

育児を行う職員 

（未就学児） 
２５人 １６人 ９人 

早出：男４人、女１２人 

遅出：男４人、女５人 

育児を行う職員 

（就学児（学童保育）） 
０人 ０人 ０人  

介護を行う職員 ０人 ０人 ０人  
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（３）時差出勤 

   （１）及び（２）の勤務時間のほか、次のとおり時差出勤を実施しています。 

   （警察本部については、平成 22年度における実施内容を記載しています。） 

 

【知事部局等、教育庁】                                       （H23.4.1現在） 

区分 勤務時間 休憩時間 

Ａ勤務 午前８時３０分から午後５時１５分まで 午後０時から午後１時まで 

Ｂ勤務 

（時差出勤） 
午前８時１５分から午後５時００分まで 午後０時から午後１時まで 

Ｃ勤務 

（時差出勤） 
午前９時１５分から午後６時００分まで 午後０時から午後１時まで 

   ＜実施目的＞  

・ 知事部局等 ： ① 遠距離通勤職員の通勤に係る負担の軽減 （通年） 

② 冬期における交通の混雑の緩和 （１月～３月） 

・ 教育庁     ： ① 各種交通機関の混雑緩和による職員の通勤環境の向上 （通年） 

② 職業生活と家庭生活との両立への支援 （通年） 

     

【警察本部】                   （H23.1.4～H23.3.31実施） 

区分 勤務時間 休憩時間 

Ａ勤務 午前８時３０分から午後５時１５分まで 午後０時から午後１時まで 

Ｂ勤務 

（時差出勤） 
午前９時３０分から午後６時１５分まで 午後０時から午後１時まで 

   ＜実施目的＞ 

  冬期間の交通渋滞緩和、窓口業務の延長による県民サービスの向上等 （１月～３月） 

 

    また、平成 22年度における利用状況は次のとおりです。 

 （H22.4.1～H23.3.31） 

実施機関 期間 区分 
Ｂ勤務の利用者 

実人数 

Ｃ勤務の利用者 

実人数 
計 

知事部局等 

４～12 月 遠距離通勤 ７５人 ３２人 １０７人 

１～３月 
遠距離通勤 ６６人 ３１人 ９７人 

交通混雑緩和 ５８人 ３１人 ８９人 

教育庁 通年 － １３０人 ９人 １３９人 

警察本部 １～３月 － １９５人 － １９５人 
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２ 休暇 

   職員の休暇には、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇がありますが、それ

らの平成 22 年中（介護休暇については、平成 22 年度中）の取得状況については、次

のとおりです。    

 

（１）年次休暇の取得状況 

（H22.1.1～H22.12.31） 

総付与日数 

A 

総取得日数 

B 

対象職員数 

C 

平均取得日数 

B／C 

消化率 

B／A 

748,949.2日 198,431.5日 16,087人 12.3日 26.5％ 

（注）１ 対象職員には、派遣職員、再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員、期間中に育児

休業又は休職をした職員、調査対象期間の中途に採用された職員は含まない。 

２ 半日は 0.5 日とし、時間数は８時間（1 月から 3 月まで）又は７時間４５分（4 月から

12月まで）を１日に換算して計上している。 

 

 

（２）病気休暇の取得状況 

     （H22.1.1～H22.12.31） 

取得者実人数 
取得実績（延べ） 

日数 時間数 

1,639人 34,935.5日 9,460時間 

（注）１ 対象職員には、派遣職員及び再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員は含まない。

（以下、特別休暇、介護休暇及び育児休業等において同じ。） 

２ 取得実績については、１日単位で取得したものは「日数」に、１時間単位で取得したも

のは「時間数」に計上している。なお、半日は 0.5日として計上している。 



 40 

 

（３）特別休暇の取得状況 

  （H22.1.1～H22.12.31） 

種類 

（H22.4.1現在） 
付与日数（概要） 

取得者 

実人数

（人） 

取得実績（延べ） 

日 数 

（日） 

時間数 

（時間） 

選挙等休暇 必要と認められる期間 1 1.0 0 

証人等休暇 必要と認められる期間 10 8.5 23 

骨髄移植休暇 必要と認められる期間 1 0.0 3 

ボランティア休暇 ７日 19 36.0 6 

結婚休暇 連続７日 221 1,244.0 0 

妊婦の業務軽減等休暇 
必要と認められる期間 

（適宜の休息又は補食） 
6 - 134 

妊婦の通勤緩和休暇 
必要と認められる期間 

（１日１時間以内） 
8 - 162 

妊産婦通院休暇 必要と認められる期間 164 303.0 1,319 

産前休暇 ８週間（多胎妊娠は 14 週間） 254 10,502.0 0 

産後休暇 ８週間 270 11,258.0 0 

育児休暇 １日２回、各 60分以内 63 - 3,337 

生理休暇 必要な期間 22 71.0 28 

配偶者出産休暇 ３日 245 451.5 301 

育児参加休暇 ５日 44 126.5 74 

子の看護休暇 ５日（２人以上は 10日） 1,375 2,442.5 8,736 

短期介護休暇 ５日（２人以上は 10日） 73 197.5 368 

服忌休暇 １日～連続 10日 2,527 6,307.5 515 

祭日休暇 １日 367 390.0 109 

夏季休暇 ４日 19,155 72,570.0 95 

現住居の滅失等休暇 必要と認められる期間 1 4.0 0 

出勤困難休暇 必要と認められる期間 174 30.0 309 

退勤途上の危険回避休暇 必要と認められる期間 0 0 0 

乳幼児健診等休暇 必要と認められる期間 250 107.0 835 

（注） 取得実績については、１日単位で取得したものは「日数」に、１時間単位で取得したものは

「時間数」に計上している。なお、半日は 0.5 日とし、30分は１時間として計上している。 
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（４）介護休暇の取得状況 

  （H22.4.1～H23.3.31） 

 

介護休暇 

取得者数 

（人） 

要介護者数 （人） 

計 配偶者 父母 子 
配偶者

の父母 
祖父母 

兄弟 

姉妹 
孫 その他 

男性職員 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

女性職員 22 22 2 10 9 0 0 1 0 0 

計 24 24 2 10 11 0 0 1 0 0 

 

【取得形式別】 

 
休暇の取得形式別 （人） 

計 全日型中心 時間型中心 その他 

男性職員 2 2 0 0 

女性職員 22 22 0 0 

計 24 24 0 0 

 

【承認期間別】 

 

介護休暇承認期間別 （人） 

計 1月以下 
1月超え 

2月以下 

2月超え 

3月以下 

3月超え 

4月以下 

4月超え 

5月以下 
5月超え 

男性職員 2 0 1 1 0 0 0 

女性職員 22 6 4 6 1 3 2 

計 24 6 5 7 1 3 2 

 

（注） 介護休暇取得者数については、平成 22 年度中に介護休暇を取得開始した職員数を計上してお

り、前年度から引き続き取得中の職員は含まない。 
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３ 育児休業等の取得状況 

 

（１）育児休業の取得状況 

育児休業の平成 22 年度中の取得状況は、次のとおりです。 

 
育児休業取得者数 （人） 

平成 22年度新規取得者 前年度から取得中の者 

男性職員 5 0 

女性職員 257 271 

計 262 271 

 

【承認期間別】 

 

育児休業承認期間別（平成 22年度新規取得者） （人） 

計 
6月以下 

6月超え 

1年以下 

1年超え 

1年 6月以下 

1年 6月超え 

2年以下 

2年超え 

2年 6月以下 
2年 6月超え 

男性職員 4 1 0 0 0 0 5 

女性職員 11 97 99 31 7 12 257 

計 15 98 99 31 7 12 262 

 

 

 また、平成 22度中に新たに育児休業が取得可能となった職員数（前年度に取得可能とな

った職員を除く。）と、そのうち実際に取得した職員数との対比は次のとおりです。 

 
平成 22年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員 （人） 

（育児休業対象者数） うち育児休業取得者数 

男性職員 342 2（ 0.6％） 

女性職員 261 254（97.3％） 

計 603 256（42.5％） 

（男性職員）当該年度中に子が生まれた者 

（女性職員）当該年度中に育児休業を取得できる状態となった者（産後休暇中の者を除く。） 
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（２）部分休業の取得状況 

部分休業の平成 22年度中の取得状況は、次のとおりです。 

 
部分休業取得者数 （人） 

平成 22年度新規取得者 前年度から取得中の者 

男性職員 0 0 

女性職員 6 13 

計 6 13 

 

【承認期間別】 

 

部分休業承認期間別（平成 22年度新規取得者） （人） 

計 
１年以下 

1年超え 

２年以下 

２年超え 

３年以下 

３年超え 

４年以下 

４年超え 

５年以下 
５年超え 

男性職員 0 0 0 0 0 0 0 

女性職員 5 0 0 0 1 0 6 

計 5 0 0 0 1 0 6 

 

 

（３）育児短時間勤務の取得状況 

育児短時間勤務は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、週 19時

間 25 分、19 時間 35分、23 時間 15 分又は 24 時間 35 分の短時間勤務を可能とする

ものですが、平成 22年度中の取得状況は、次のとおりです。 

 
育児短時間勤務取得者数 （人） 

平成 22年度新規取得者 前年度から取得中の者 

男性職員 0 0 

女性職員 9 2 

計 9 2 

 



 44 

 

【承認期間別】 

 

育児短時間勤務承認期間別（平成 22年度新規取得者） （人） 

計 
３月以下 

３月超え 

６月以下 

６月超え 

９月以下 
９月超え 

男性職員 0 0 0 0 0 

女性職員 0 1 1 7 9 

計 0 1 1 7 9 

 

【勤務形態別】 

 

勤務形態別（平成 22年度新規取得者） （人） 

計 １日３時間 55分 

（週 19時間 35分） 

１日４時間 55分 

（週 24時間 35分） 

週３日 

（週 23時間 15分） 

週２日半 

（週 19時間 25分） 

男性職員 0 0 0 0 0 

女性職員 3 5 1 0 9 

計 3 5 1 0 9 

 

 

 

４ 修学部分休業の取得状況 

修学部分休業は、大学等における修学のため、２年以内、１週間の勤務時間の２分

の１以内の休業を可能とするものですが、平成 22年度中の取得者は、ありませんでし

た。 

 

 

 

５ 高齢者部分休業の取得状況 

高齢者部分休業は、定年退職日前５年以内の日から定年退職日までの期間における

１週間の勤務時間の２分の１以内の休業を可能とするものですが、平成 22年度中の取

得者はありませんでした。 
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 ６ 自己啓発等休業の取得状況 

   自己啓発等休業は、大学等課程の履修又は国際貢献活動のため、大学等課程の履修

については２年以内、国際貢献活動については３年以内の休業を可能とするものです。 

      自己啓発等休業の平成 22年度中の取得状況は、次のとおりです。 

 

 

自己啓発等休業取得者数 （人） 

平成 22年度新規取得者 前年度から取得中の者 

大学等課程の履修 国際貢献活動 大学等課程の履修 国際貢献活動 

男性職員 1 0 0 0 

女性職員 0 0 1 1 

計 1 0 1 1 

 

【取得種類別】 

 

自己啓発等休業取得種類別（平成 22年度新規取得者） （人） 

計 
教育施設 奉仕活動 

大学院 大学 
外国の大

学院・大学 
その他 JICA 等 

姉妹都

市等 
その他 

男性職員 0 1 0 0 0 0 0 1 

女性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 0 1 0 0 0 0 0 1 

 

【承認期間別】 

 
自己啓発等休業承認期間別（平成 22年度新規取得者） （人） 

計 
１年以下 １年超え２年以下 ２年超え 

男性職員 0 1 0 1 

女性職員 0 0 0 0 

計 0 1 0 1 
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（空白ページ） 
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Ⅳ 分限及び懲戒の状況 

１ 分限処分の状況 

職員が一定の事由に該当する場合には、地方公務員法第 28条の規定に基づき分限処

分に付されることになりますが、平成 22年度における分限処分の状況は次のとおりで

す。 

   なお、地方公務員法第 28条第４項の規定に基づき失職した者が１名ありました。 

 

          処分の種類（延べ件数） 

処分事由 

分限処分 （件） 
計 

降任 免職 休職 降給 

勤務成績が良くない場合 0 0   0 

心身の故障の場合 0 0 243  243 

職に必要な適格性を欠く場合 0 0   0 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職又は

過員を生じた場合 
0 0   0 

刑事事件に関し起訴された場合   0  0 

条例で定める事由による場合   0 0 0 

計 0 0 243 0 243 
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２ 懲戒処分の状況 

職員が一定の事由に該当する場合には、地方公務員法第 29条の規定に基づき懲戒処

分に付されることになりますが、平成 22年度における懲戒処分の状況は次のとおりで

す。 

 

処分の種類（延べ件数） 

処分事由 

懲戒処分 （件） 

戒告 減給 停職 免職 計 

法令に違反した場合 0 1 1 1 3 

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 5 8 1 2 16 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあ

った場合 
26 10 2 5 43 

計 31 19 4 8 62 

 

 【具体的事由別】 

                処分の種類（延べ件数） 

具体的事由 

懲戒処分 （件） 

戒告 減給 停職 免職 計 

本

人

の

行

為 

給与・任用に関する不正 0 0 0 0 0 

一般服務違反関係 3 5 1 0 9 

一般非行関係 0 0 2 3 5 

収賄等関係 0 0 0 2 2 

道路交通法違反 24 10 1 3 38 

小計 27 15 4 8 54 

監督責任 4 4 0 0 8 

計 31 19 4 8 62 

 

（注） 二以上の事由により懲戒処分が行われた場合は、主たる事由のみを計上している。 
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Ⅴ 服務の状況 

１ 職務専念義務の免除を認めている例の概要 

   地方公務員法第 35 条の規定により、職員は職務に専念する義務を有していますが、

当該義務が免除される場合（職専免）として、次の場合があります。 

（H23.4.1現在） 

職専免が認められる場合 

Ⅰ 法律に特別な定めがある場合 

 （例）地方公務員法（以下「法」という。）第 55条第８項に規定された適法な交渉 

Ⅱ 条例に特別な定めがある場合 《以下の１～３》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 研修を受ける場合 

２ 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合 

３ 上記の他、人事委員会が定める場合 《以下の①～⑧》 

 

① 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合 

② 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属

する事務を行う場合 

③ 法第 46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合 

④ 法第 49 条の２の規定による不服申立て（審査請求又は異議申立て）をし、及びその審理に

出頭する場合 

⑤ 法第 55条第 11項の規定による不満を表明し又は意見を申し出る場合 

⑥ 県行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合 

⑦ 休職その他これに類するものとしての勤務しない事について特に認める規定による場合 

⑧ 上記の他、人事委員会が特に認める場合 《以下のア～ソ》 

 

ア 大学の通信教育による夏期又は冬期面接授業を受講する場合（30日以内） 

イ 高等学校の通信制課程の長期面接授業に出席する場合（10日以内） 

ウ 夜間制２年課程の看護婦養成所に在学する職員が、所定の実習授業を受講する場合（30

日以内） 

エ スポーツ競技大会等に役員等として参加する場合 

オ 陸奥湾一周駅伝競走大会に役員等として参加する場合 

カ 青森県民駅伝競走大会に役員等として参加する場合 

キ 青森県庁消費生活協同組合の総代として総代会に出席する場合 

ク 青年の船事業及び国際協力事業団の専門家派遣事業に参加する場合 

ケ 家族を看護する場合（３日以内） 

コ 青森県青年海外派遣事業に一般団員として参加する場合 

サ 青森県青年の船に一般団員として参加する場合 
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シ 全国身体障害者スポーツ大会に役員等として参加する場合 

ス 全国障害者スポーツ大会に役員等として参加する場合 

セ 非常勤の消防団員として県内各市町村の消防団活動に従事する場合 

ソ 労働組合の代表者等が県当局との間で労働組合法に基づく交渉を行う場合 

（注） ⑧の各場合（ア～ソ）については、概要を記載したものであり、これ以外の条件が付されてい

る場合もある。また、これらは知事部局における取扱いであり、他の任命権者もおおむねこれに

ならっているが、一部を承認対象としていない場合もある。 

 

 

２ 営利企業等の従事制限の許可基準及び許可状況 

  職員が営利企業等に従事する場合には、地方公務員法第 38条の規定に基づき任命権

者の許可を得る必要がありますが、その場合の許可基準は、人事委員会規則で次のと

おり定められています。 

（H23.4.1現在） 

(1) 職務の遂行に支障がないこと 

(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと 

(3) 地方公務員法の精神に反しないこと 

 

   また、平成 22年度中の許可状況（新規の許可及び過年度の許可に係る更新）につい

ては、次のとおりです。 

区 分 
延べ人数 

（人） 
主な従事内容 

営利を目的とする私企業を営むことを目的と

する会社その他の団体の役員、顧問、評議員そ

の他これらに準ずる地位を兼ねる場合 

5 ・株式会社（第３セクター）役員 

自ら営利を目的とする私企業を営む場合 0  

報酬を得て他の事業又は事務に従事する場合 890 

・学術講演会講師等 

・試験監督員等（検定試験等） 

・非常勤講師（大学、公益団体等） 

・嘱託医等（公益団体等） 

・鑑定人（検察庁等） 

計 895  
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Ⅵ 研修及び勤務成績の評定の状況 

１ 研修の実施状況 

職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修（職場研修、自己啓発、派遣研修

等を除く。）として、平成 22年度に実施した内容については、次のとおりです。 

【自治研修所研修】 

区分 研修名 対象者 
修了者数 

（人） 

基

本

研

修 

新採用者前期研修 新たに採用された職員 143 

新採用者後期研修 新採用者前期研修修了者 139 

新採用医療技術職員研修 新たに採用された医療技術職員 48 

主事・技師研修 
主事・技師等の職にある職員で、採用か

ら所定の年数を経過した者 
36 

主査研修 主査（主査級）に昇任した職員 131 

主幹研修 主幹（班長級）に昇任した職員 138 

グループマネージャー研修 
新たに本庁のグループマネージャー又は

出先機関の課長の職に就いた職員 
125 

小計  760 

選

択

研

修 

法制執務研修 全階層 19 

課題解決のための思考力養成研修 同上 21 

地域力創造研修 同上 19 

政策法務研修 同上 8 

クレーム対応研修 同上 14 

会議の進め方研修 同上 18 

カウンセリングマインド研修 同上 22 

わかりやすい話し方・説明のしかた研修 同上 21 

コンフリクト・マネジメント研修 同上 17 

行政サービス最適化研修 同上 11 

目標達成のためのタイムマネジメント研修 同上 20 

管理者セミナー 課長補佐級～部長級の職員 88 

小計  278 

計  1,038 

（注）研修の多くが県職員と市町村職員等との合同研修であるが、表では県職員の状況のみを記載している。 

 



 52 

 

【部局研修】 

・ 知事部局における各種専門研修 （計 908名修了） 

 

【各任命権者が個別に実施した研修】 

・ 教育庁における各種研修 （計 5,913名修了） 

・ 警察本部における関係部門ごとの業務教養等 （計 953名修了） 

 

 

 

２ 勤務成績の評定の実施状況 

地方公務員法では、職員の任用は、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づ

いて行わなければならないこととされています。 
県においても、職員の昇任、昇格、配置などを適切に行うため、能力評価と業績評

価からなる人事評価制度の実施などによる勤務成績の評定を行っています。 
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Ⅶ 福祉及び利益の保護の状況 

１ セクシュアルハラスメントの防止対策 

 職場におけるセクシュアルハラスメント（セクハラ）防止対策として、平成 22年度

に実施した内容については、次のとおりです。 

 

部局等 実施内容 

知事部局 

セクハラ相談室の管理運営（専門相談員２名） 

専門相談員による巡回指導 

自治研修所での研修実施（カリキュラムの一部として） 

所属相談員の氏名等を全庁に周知 

「セクハラ相談室だより」による広報 

議会事務局 会議等の場を利用しての周知 

教育庁等 内部通知 

警察 

セクハラ相談員の指定（相談員 54名） 

新任セクハラ相談員研修会 

セクハラ防止対策週間の設定 

各所属におけるセクハラ防止教養 

人事委員会事務局 会議等の場を利用しての周知 

選挙管理委員会事務局 所属相談員の氏名等を周知 

 

（注） 「教育庁等」とは、教育庁及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を指す。 

（以下３において同じ。） 
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２ 定期健康診断の実施状況 

   職員に対する平成 22年度の定期健康診断の実施状況については、次のとおりです。 

 

【受診状況】 

部局等 
対象職員（人） 

A 

受診者数（人） 

B 

受診率（％） 

B／A 

知事部局等 3,820 3,739 97.9 

病院局 1,190 1,183 99.4 

教育庁等 560 556 99.3 

警察 2,622 2,622 100.0 

計 8,192 8,100 98.9 

 

【総合判定結果】 

部局等 
受診者数 

（人） A 

結 果 （人） 
有所見率（％） 

(B+C+D)／A 
異常なし 

 

要指導 

B 

要医療 

C 

治療継続 

D 

知事部局等 3,739 360 1,472 1,048 859 90.4 

病院局 1,183 290 421 322 150 75.5 

教育庁等 556 80 206 183 87 85.6 

警察 2,622 166 1,069 651 736 93.7 

計 8,100 896 3,168 2,204 1,832 88.9 

 

（注）１ 「知事部局等」とは、知事部局のほか、病院事業管理者、教育委員会及び警察本部長を

除く任命権者の事務局（各種委員会等の事務局）を指す。 

２ 「教育庁等」とは、教育庁及び学校以外の教育機関を指す。 
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３ 職員互助団体への補助の状況   

「青森県職員の互助団体に関する条例」の規定に基づき、平成 22年度に実施した職

員互助団体に対する補助の状況については、次のとおりです。 

 

 【会員数】 

部局等 互助団体名 会員数（人） 

知事部局等 （財）青森県職員厚生会 5,404 

教育庁等 （財）青森県教職員互助会 13,047 

警察 （財）青森県警察協会 2,718 

 

 【掛金及び補助金】 

部局等 
掛金収入（千円） 

Ａ 

県補助金（千円） 

Ｂ 
Ａ：Ｂ 

知事部局等 146,283 0 1 : - 

教育庁等 413,696 0 1 : - 

警察 84,423 0 1 : - 

 

（注）１ 職員互助団体への補助については、平成 19年度から行われていない。 

２ 「知事部局等」とは、知事部局のほか、教育委員会及び警察本部長を除く任命権者の事務

局（病院局及び各種委員会等の事務局）を指す。 
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第２部 青森県人事委員会の業務の状況  

（平成２３年６月３０日付けで人事委員会委員長から知事に報告された内容です。）                                                               

                        
 
 
 
 
 
 

平成２２年度における青森県人事委員会の業務の状況について 
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１ 競争試験及び選考の状況

(1) 競 争 試 験

職員の採用は、原則として競争試験によることとされており（地方公務員法第１７条第３項）、

平成２２年度の職員採用試験及び警察官採用試験の実施状況は、次のとおりです。

（採用試験の実施状況）

第 １ 次 試 験 第 ２ 次 試 験
試 験 の 種 類 申込者数 受験倍率 採用人員

受験者数 合格者数 受験者数 合格者数

783 601 222 210 97 6.2 89
上 級 試 験

(845) (696) (162) (150) (95) (7.3) (85)

60 55 9 7 3 18.3 3
中 級 試 験

(47) (43) (6) (6) (3) (14.3) (3)

236 216 87 84 43 5.0 38
初 級 試 験

(213) (195) (91) (84) (50) (3.9) (42)

男 性 Ⅰ 241 213 128 117 36 5.9 36

(Ｈ22.10.1採用） (226) (211) (93) (84) (30) (7.0) (29)

男 性 Ⅱ 471 412 143 112 46 9.0 35

(Ｈ23.４.1採用） (410) (366) (147) (120) (46) (8.0) (39)

警察官Ａ 女 性 107 85 13 10 2 42.5 1

試験 (Ｈ23.４.1採用） (103) (81) (12) (8) (2) (40.5) (2)

男性/武道指導 3 3 3 3 2 1.5 2

(柔道) (2) (2) (2) (1) (1) (2.0) (1)

男性/武道指導 1 1 1 1 1 1.0 1

(剣道) (3) (3) (3) (3) (1) (3.0) (1)

576 511 138 129 40 12.8 28
男 性

警察官Ｂ (550) (495) (125) (119) (40) (12.4) (32)

試験 69 55 10 10 2 27.5 2
女 性

(74) (61) (9) (7) (2) (30.5) (2)

2,547 2,152 754 683 272 7.9 235
合 計

(2,473) (2,153) (650) (582) (270) (8.0) (236)

（注）１．（ ）内は、平成２１年度の実施状況である。

受 験 者 数
２．受験倍率は である。

第２次試験の合格者数
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(2) 選 考

競争試験によることが不適当であると認められる職への採用又は昇任は、選考によることが

できることとされており（地方公務員法第１７条第３項ただし書）、採用及び昇任に係る選考の

状況は、次のとおりです。

① 採 用 選 考

平成２２年度に実施した採用選考の状況は、次のとおりです。

（採用選考の実施状況）［適用根拠規定（人事委員会規則６－１５第３３条第１項各号）別状況］

部 局 知 事 教 育 警 察 各 種
病院局 計

規 定 部 局 委員会 本 部 委員会

第１号 役付の職 人 人 人 人 人 人
16 8 2 26

第２号 警察官の階級巡査部長以上の職
1 1

人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の
第３号 試験又は選考に合格した者をもって補充しよう

とする職で、当該試験又は選考に係る職と同等
以下と人事委員会が認めるもの

人事委員会を置く他の地方公共団体、国又は
公共企業体に現に正式に任用されている者又は

第４号 かつて正式に任用されていた者をもって補充し (7) (7)
ようとする職で、その者が現に任用されている 2 2 4
職又はかつて任用されていた職と同等以下と人
事委員会が認めるもの

かつて職員であった者をもって補充しようと
第５号 する職で、その者がかつて任用されていた職と 1 21 22

同等以下と人事委員会が認めるもの

試験を行っても十分な競争者が得られないと
第６号 人事委員会が認める職又は職務と責任の特殊性

により職務の遂行能力について順位の判定が困 18 77 3 2 100
難であると人事委員会が認める職

第７号 前各号に規定するもののほか、試験によるこ (40) (40)
とが不適当であると人事委員会が認める職

(47) (47)計
37 85 5 26 153

（注）１．発令日が22. 4. 1～23. 3.31の採用者である。

２．（ ）内は、無給併任職員で外数である。
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② 昇 任 選 考

平成２２年度に本委員会で実施した昇任選考の状況は、次のとおりです。

（昇任選考の実施状況）

昇 任 し た 職
知 事 部 局 病 院 局 教育委員会 警 察 本 部 各種委員会等 合 計

又 は 階 級

部 長 級 へ 11 1 3 2 2 19

次 長 級 へ 36 3 3 1 1 44

警 視 へ 17 17

合 計 47 4 6 20 3 80

(注）１．発令日が22. 4. 1～23. 3.31の昇任者である。

２．総括課長級以下の職及び警部以下の階級への昇任については、選考の権限を任命権者に

委任している。

３．各種委員会等には、議会、選挙管理委員会、監査委員、労働委員会、人事委員会及び海

区漁業調整委員会の各事務局に係る人員を記載した。
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２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

地方公務員法第８条、第１４条及び第２６条の規定に基づき、平成２２年１０月６日、議会及び

知事に対して、県職員の給与等について報告及び勧告を行いました。その概要は次のとおりです。

平成22年10月6日

平成平成平成平成２２２２２２２２年 職員年 職員年 職員年 職員のののの給与等給与等給与等給与等にににに関関関関するするするする報告及報告及報告及報告及びびびび勧告勧告勧告勧告のののの概要概要概要概要

＜本年の給与勧告のポイント＞

① 給料月額の引下げ（中高齢層職員（医療職給料表(一)適用者を除く）を対象）

② 期末・勤勉手当（ボーナス）の引下げ（0.15月分）

③ 交通機関等利用者に対する通勤手当の見直し

１ 給与勧告の意義と役割

給与勧告制度は、職員の労働基本権制約の代償措置として設けられ、職員に対し、社会一般

の情勢に適応した適正な処遇を確保することを目的とし、人材確保や労使関係の安定を通じて

能率的な行政運営の維持に寄与。

２ 給与勧告の基本的考え方

給与勧告に当たっては、地方公務員法に定める給与決定の原則により、生計費、国及び他の

地方公共団体の職員の給与、民間事業の従事者の給与、その他の事情を考慮し、総合的に判断。

３ 職員給与と民間給与の比較

企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の県内303民間事業所のうちから無作為抽出

した117事業所を実地調査（完了率95.7％）。

(1) 月例給(1) 月例給(1) 月例給(1) 月例給

特例条例による給与の減額前では、職員給与が民間給与を385円（0.10％）上回り、減額後

では、職員給与が民間給与を1,462円（0.38％）下回っている。

※ 県職員と県内民間従業員の平成22年４月分の給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階、年齢、学歴

の同じ者同士を比較

(2) 特別給(2) 特別給(2) 特別給(2) 特別給（（（（ボーナスボーナスボーナスボーナス））））

職員の年間支給月数（4.10月分）が民間での昨年冬と本年夏の１年間における支給実績（支

給割合3.93月分）を0.17月分上回っている。

４ 本年の給与の改定

(1) 給料表(1) 給料表(1) 給料表(1) 給料表

中高齢層が受ける給料月額に限定して引下げ（医療職給料表(一)適用者を除く。）。

（平均▲0.1％）

(2) 期末手当(2) 期末手当(2) 期末手当(2) 期末手当・・・・勤勉手当勤勉手当勤勉手当勤勉手当

年間支給月数を引下げ（一般の職員の場合 4.1月分 → 3.95月分（▲0.15月分））。
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（一般の職員の場合の支給月数）

６ 月 期 12 月 期

22年度 期末手当 1.25 月 （支給済み） 1.35 月（現行1.45月）

勤勉手当 0.7 月 （支給済み） 0.65 月（現行0.7 月）

23年度 期末手当 1.225 月 1.375 月

以降 勤勉手当 0.675 月 0.675 月

(3) 実施時期等(3) 実施時期等(3) 実施時期等(3) 実施時期等

この改定を実施するための条例の公布日の属する月の翌月の初日（公布日が月の初日であ

るときは、その日）から実施し、12月期の期末手当において所要の調整。

【参考】

職員一人当職員一人当職員一人当職員一人当たりのたりのたりのたりの改定後改定後改定後改定後のののの給与額等給与額等給与額等給与額等（特例条例による減額前の額）

〔行政職：平均年齢 43.4歳 経験年数 22.4年〕

平均給与月額 382,117 円 （▲ 391円 ▲0.10％）

平均給与額（年間） 6,122 千円 （▲65千円 ▲1.06％）

※１ 平均給与月額は、給料月額に扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当、単身赴任手当

(基礎額)、初任給調整手当、特地勤務手当等、へき地勤務手当等、寒冷地手当を加えたもので

ある。

２ 平均給与額(年間)は、平均給与月額の年額に期末手当及び勤勉手当を加えたものである。

５ 通勤手当

東北新幹線全線開業及び青い森鉄道線延伸に伴う自己負担額の発生などに対応するため、交

通機関等利用者に対する通勤手当の上限額等について見直しが必要。

６ 時間外勤務手当

月60時間の超過勤務時間の積算の基礎に日曜日又はこれに相当する日の勤務の時間を含める

ことについて、本県の民間事業所の状況や地方公務員法に定める給与決定の原則を踏まえると、

他の都道府県の状況等も考慮の上、所要の措置を講ずることについて検討することが必要。

７ 勤務実績の給与への反映

昇給、勤勉手当等における勤務実績の反映については、引き続き職員の能力・業績の給与へ

の適正な反映に向けた取組を着実に進めていくことが重要。

８ 高齢層等職員の給与

今後、人事院が示す50歳台職員の給与のあり方についての検討結果や定年延長に向けた制度

見直しに係る意見の申出内容、本県の昇任管理と給与水準との関連など人事・給与管理制度の

あり方の検討、他の都道府県の動向等を踏まえながら、50歳台後半層を含む50歳台職員の給与

のあり方について検討することが必要。

９ 高齢期の雇用問題

人事院は、定年を段階的に65歳まで延長することが適当であるとし、本年中を目途に具体的

な立法措置のための意見の申出を行うこととしているが、高齢期の雇用問題は、本県職員にも

関わる問題であることから、その意見内容や今後の国の動向等について注視し、定年延長に向

けた課題の整理及び検討を進めていくことが必要。

10 時間外勤務の縮減

職員の健康・福祉の維持増進及び公務能率向上の観点から、時間外勤務の縮減及び年次休暇
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の計画的・連続的な使用について継続的な取組が必要。

11 メンタルヘルス対策

近年、心の疾病に起因する休職者が増加する傾向にあり、職員の心の健康保持が重要な課題

となっていることから、今後ともメンタルヘルス対策の充実に向けた一層の取組が必要。

３ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況

平成２２年度においては、新たな措置要求が１件あり、平成２２年度末における係属事案は１件

となっています。

４ 不利益処分に関する不服申立ての状況

平成２２年度においては、新たな不服申立てが１件あり、前年度から繰り越した２件と合わせた

３件のうち、２件について判定（処分承認２件）を行った結果、平成２２年度末における係属事案

は１件となっています。
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